
 

令和３年第５回たつの市教育委員会定例会議事日程 

 

と き 令和３年４月２３日（金）午後１時３０分 

ところ 市役所新館４階 大会議室 

 

 

１ 開会宣言 

 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

 

３ 教育長諸報告 

 （１）たつの市議会５月臨時会・６月定例会の日程について 

 （２）市内学校園の園児・児童・生徒数、学級数の状況について 

 （３）新型コロナウイルス感染症への対応状況について 

 （４）不登校・いじめについて 

 （５）新型コロナウイルス感染症対策のためのたつの市立中学校の臨時休業について 

 

 

４ 議事 

  報告第 ２号  たつの市教育委員会事務局職員の任免について 

  報告第 ３号  たつの市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則制定について 

  報告第 ４号  たつの市立小・中学校事務職員の標準的な職務に関する基本要綱の一部改正について 

  報告第 ５号  教育財産の用途廃止について 

  報告第 ６号  たつの市民大学「赤とんぼ学園」運営委員会委員の委嘱及び任命について 

  報告第 ７号  第１５回たつの市美術展運営委員会委員の委嘱について 

  報告第 ８号  たつの市スポーツ推進委員の解嘱及び委嘱について 

  議案第１９号  たつの市人権教育推進委員の委嘱について 

  議案第２０号  たつの市人権教育アシスタントの委嘱について 

  議案第２１号  たつの市人権学習資料作成委員の委嘱について 

 

 

５ 自由討議 

 

 

６ 次回教育委員会開催予定日   令和３年５月２６日（水） 午後１時３０分～ 

〃   開催場所    （  新館４階 ３０１、３０２会議室   ） 

  次々回教育委員会開催予定日  令和３年６月  日（ ） 午後 時～ 

     〃    開催場所   （              ）  

 

 

７ 閉会宣言 

 

 



令和３年第５回たつの市教育委員会臨時会会議録 

 

と き 令和３年４月２３日（金） 午後１時３０分 

ところ 市役所新館４階 大会議室 
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事務局 

ただ今から、令和３年第５回たつの市教育委員会定例会を開会します。 

 

それではまず始めに、会議録署名委員の指名を行います。●●委員を指名します。よろしく

お願いします。 

 

次に、会議の公開又は非公開の決定を行いたいと思います。 

教育長諸報告のうち、（４）不登校・いじめについて、（５）新型コロナウイルス感染症対策

のためのたつの市立中学校の臨時休業については、たつの市教育委員会 会議規則 第９条 第１

項 第７号（会議の公開が不適当とする事件）の規定により、また、議案第１９号「たつの市

人権教育推進委員の委嘱について」、議案第２０号「たつの市人権教育アシスタントの委嘱につ

いて」、議案第２１号「たつの市人権学習資料作成委員の委嘱について」は、同規則第９条第１

項第２号（教育委員会の所管に属する各機関及び各委員会の委員の任免又は委嘱に関する事件）

の規定により、非公開にすることが適切であると思われます。 

賛成の方は挙手願います。 

  ＜ 挙 手 ＞ 

賛成が出席委員の３分の２以上の多数と認め、非公開と決定します。 

 

先に公開案件を審議した後、非公開案件の審議を行います。 

それでは、３ 教育長諸報告に入ります。 

 

 （１）たつの市議会５月臨時会、６月定例会の日程について、事務局報告願います。 

  ＜ 事務局 資料に基づき報告 ＞ 

 

 次に、（２）市内学校園の園児、児童、生徒数、学級数の状況について、事務局報告願います。 

  ＜ 事務局 資料に基づき報告 ＞ 

 以上のことにつきまして、何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

 園児数の減少は出生数による自然減ですか。 

 

 市内の０歳から５歳児は前年比１９５名、８％減少しています。３歳から５歳児の就園率は

９８％に達しています。０歳から２歳児の就園率は増加していますが、出生数の減少の影響を

受け、全体的には下がっています。 

 

 今年度、待機児童はいますか。 

 

 いません。 

 

 通常学級に通っている個別に支援が必要な児童生徒も増えているのですか。 

 

 増えています。 

 

 通常学級の支援員も必要となると思いますが、支援員は足りていますか。 

 

 現在、特別教育支援員、介助員を２１名配置していますが、すべての学校に配置ができてい

ない状況です。 

 

 そのような状況であるため、総合教育会議で教育委員から発言いただければありがたいです。 

 

 幼児教育施設も同様の状況ですか。 

 

 人員は不足している状況です。 
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 各学年の児童生徒数は６００人台で推移しており、すごく減っているようには思えません。

児童生徒の推移は、どのような状況ですか。 

 

 僅かに減っていますが、学齢期の保護者の流入があるため、減少幅が小さい状況です。 

 それでは、次に（３）新型コロナウイルス感染症への対応状況について、緊急事態宣言を受

けてからの対応がありますので、後ほど説明させていただきます。 

 

 報告第２号「たつの市教育委員会事務局職員の任免について」、事務局説明願います。 

  ＜ 事務局 資料に基づき順次説明 ＞ 

 以上のことにつきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

 ご発言がないようですので、採決に入ります。 

 報告第２号は、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第２号は、原案のとおり承認いたしました。 

 

 次に、報告第３号「たつの市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則制定について」、

事務局説明願います。 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

 以上のことにつきまして、何かご意見、ご質問はございませんか。 

  ＜ 質疑・応答 ＞ 

 ご発言がないようですので、採決に入ります。 

 報告第３号は、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第３号は、原案のとおり承認いたしました。 

 

 次に、報告第４号「たつの市立小・中学校事務職員の標準的な職務に関する基本要綱の一部

改正について」、事務局説明願います。 

  ＜ 事務局委 資料に基づき説明 ＞ 

 

 以上のことにつきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

 ご発言がないようですので、採決に入ります。報告第４号は、原案のとおり承認することに

ご異議ございませんか。 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第４号は、原案のとおり承認いたしました。 

 

 次に、報告第５号「教育財産の用途廃止について」、事務局報告願います。 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

 以上のことにつきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

 ご発言がございませんので、採決に入ります。報告第５号は、原案のとおり承認することに

ご異議ございませんか。 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第５号は、原案のとおり承認いたしました。 

 

 次に、報告第６号「たつの市民大学「赤とんぼ学園」運営委員会委員の委嘱及び任命につい

て」、事務局説明願います。 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

 以上のことにつきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

 ご発言がないようですので、採決に入ります。報告第６号は、原案のとおり承認することに

ご異議ございませんか。 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第６号は、原案のとおり承認いたしました。 

 

 次に、報告第７号「第１５回たつの市美術展運営委員会委員の委嘱について」、事務局説明願

います。 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 
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 以上のことにつきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

 ご発言がないようですので、採決に入ります。報告第７号は、原案のとおり承認することに

ご異議ございませんか。 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第７号は、原案のとおり承認いたしました。 

 

 次に、報告第８号「たつの市スポーツ推進委員の解嘱及び委嘱について」、事務局説明願いま

す。 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

 以上のことにつきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

 ご発言がないようですので、採決に入ります。報告第８号は、原案のとおり承認することに

ご異議ございませんか。 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第８号は、原案のとおり承認いたしました。 

 

 以上で、公開案件の審議は終わり、ここから非公開案件の審議に移ります。 

 

  ＜ 非公開案件の審議 ＞ 

 

 続きまして、自由討議に入ります。何か討議事項をお持ちの方はいらっしゃいませんか。 

 ないようでしたら、これで自由討議を終わります。 

 

 次に、次回以降の教育委員会定例会の開催予定日について、事務局説明願います。 

  ＜ 次回、次々回の日程調整 ＞ 

 

 以上で、第５回教育委員会定例会の日程は、全て終了しました。これをもちまして閉会しま

す。 

 

 

 

午後２時３０分終了 
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学校教育課長             田渕 明久 
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